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２ 我が国の農家戸数は、昭和２５年をピークに減少を続けており、平成２４年２月の販売農家数

は１５０万戸（平成２０年２月対比で１４％減）となっている。また、農業生産量に農家庭先価

格 乗じた農業総産出額については 平成２３年度は８兆２ ４６３億円となっている 平成１９を 、 ， （

年度対比で０．１％減 。）

、 ）（単位：千戸 億円

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

販売農家数 1,750 1,699 1,631 1,561 1,504

農業総産出額 82,585 84,662 81,902 81,214 82,463

出典：販売農家数については農林水産省大臣官房統計部「農業構造動態調査報告書又は2010年世界農林業センサス報告書 、農」

業総産出額については農林水産省大臣官房統計部「平成23年農業総算出額（全国 。）」

注：販売農家数は、当該年度の2月現在の数値（23年度であれば24年2月）である。

３ 一方、農業信用保証制度の保証利用率については、以下のような状況となっている。

１ 農業関係の主要な政策資金である農業近代化資金の利用率は 平成２３年度で８４ ５％ 件（ ） 、 ． （

数ベースで９５．２％）となっており、ここ５年間では、金額ベースで８割以上、件数ベース

で９割以上を維持している また 農業経営改善促進資金の利用率は 平成２３年度で１００ ０。 、 、 ．

％（件数ベースで１０３．１％）となっている。

農業近代化資金等制度資金の多くの利用者の信用力を補完することによって、資金の利用を

可能とし、経営の効率化に寄与している。

（２）農家の経営再建を図るための資金である畜特資金及び農業経営負担軽減支援資金は、モラル

ハザード防止対策のため、平成１９年度より部分保証を導入している。畜特資金の利用率は、

． （ ． ）、 、平成２３年度で７５ ４％ 件数ベースで９８ ０％ 農業経営負担軽減支援資金の利用率は

平成２３年度で８６．９％（件数ベースで９８．５％）となっており、部分保証を導入してい

ることもあり、金額ベースでの利用率は８割程度となっているが、件数ベースではここ５年間

で、概ね９割以上となっている。

、 、これらの資金のほとんどの利用者の信用力を補完することによって 資金の利用を可能とし

経営の再建に寄与している。

（３）また、平成１８年秋以降の配合飼料価格の高騰による畜産経営費の圧迫等に緊急に対応する

ため、平成１９年度に家畜飼料特別支援資金（部分保証の対象資金）が創設され、信用基金と

しても、同資金への迅速な対応に努め、資金の円滑な融通に大きく貢献したが、２２年度をも

って当資金の新規貸付けは終了した。

４ また、農業向け融資の円滑化のため、銀行等民間金融機関に対しても、農業信用保証制度の周

知に努めたことから、銀行等民間金融機関との債務保証契約の締結も着実に増加しているところ

である。この他、平成２２年４月に農業信用保証保険法の改正により銀行等民間金融機関が融資

保険の対象金融機関に追加されたが、２３年度において初めての保険引受があった。

５ なお、保険金の支払いについては、農産物価格の低迷、配合飼料価格の高騰等厳しい農業情勢

を反映して、平成１９年度までは８０億円台の高水準で推移してきていたが、家畜飼料特別支援

資金や畜産経営維持緊急支援資金等の緊急対策によって畜産経営への影響が緩和されたことによ

り、近年逓減傾向にあり、平成２４年度の保険金支払額は４６億円となった。

６ 東日本大震災への対応については、平成２３年３月に相談窓口を設置し、随時基金協会と相談

・協議を行うとともに、その後、特に被害の大きかった太平洋岸３県の基金協会に出向き、保証

引受や代位弁済等に係る協議・相談を行っている。

なお、震災対策の農業経営復旧・復興対策特別保証事業に係る保険引受額は５９億円、保険金

支払額は１６８百万円（いずれも平成２４年度末累計額）となった。
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３ 林業及び木材産業を取り巻く情勢は以下のとおりである。

（ ） 、 ． （ ． ）１ 林業及び木材産業では 平成２４年の新設住宅着工戸数は８８ ３万戸 前年比５ ８％増

と回復の兆しは見せながらも、４年続けて100万戸を割る低水準が続いており、木材需要が長期的

に縮小傾向にあること（平成７年11,192万㎥→平成２３年7,273万㎥ 、木材価格が下落・低迷し）

ていること（スギ製材品、平成７年56,800円／㎥→平成２４年46,600円／㎥）等を反映して生産

額は低落傾向にある。具体的には、下表のとおり林業及び木材産業の生産額が減少傾向にあり、

平成２３年度の林業産出額の水準は 平成１９年度に比べ ６％減 製材・木製品の水準は １４、 、 、 、

％減となっている。

単位：億円）（

19年 20年 21年 22年 23年

4,414 4,449 4,122 4,217 4,166林業産出額(※1)

(2,256) (2,133) (1,860) (1,946) (2,055)(木材生産)

(2,158) (2,316) (2,262) (2,271) (2,047)(栽培きのこ類その他)

製材・木製品 (※2)
8,588 8,126 6,858 6,714 7,382

(木材産業)

資料：

※1「林業産出額 ：農林水産省「生産林業所得統計報告書」」

※2「製材・木製品 ：内閣府「国民経済計算（SNA 」主要系列表（経済活動別・名目 」」 ） ）

（２）また、林業信用保証の最大の利用先(保証残高の６割超)である製材業における平成２4年の工

場数及び生産量は、平成１９年と比較してそれぞれ２５％減、２０％減となっている。

単位 19年 20年 21年 22年 23年 24年

製 材 工 場 数 工場 7,905 7,378 6,865 6,569 6,242 5,927

製材品生産量 千㎥ 11,632 10,884 9,291 9,415 9,434 9,302

資料：農林水産省「木材需給報告書」

注１：工場数は、12月31日現在の工場数（3カ月未満休業中のものを含む ）である。。

２：製材工場数は、製材用動力の出力数が7.5kw未満の工場を除く。

４ このような中で、林業関係の主要な政策資金である木材産業等高度化推進資金における林業信

用保証制度の保証利用率については、平成２３年度は、金額ベースで４２．１％（平成１９年度

対比３．６％減 、件数ベースで４２．４％（平成１９年度対比０．６％増）となっている。）

林業信用保証制度は、木材産業等高度化推進資金の融通の円滑化に寄与するものとして、同資

金の利用者の半数近い事業者の経営の効率化に役立っており、林業信用保証全体のうち木材産業

（ ） ． 、 。等高度化推進資金への保証額 残高ベース は全体の２７ ５％を占め 大きな柱となっている

５ 平成２３年度に引き続き、２４年度においても、東日本大震災からの復旧に取り組むために必

要な資金を円滑に調達できるよう、既存資金とは別枠で東日本大震災復旧緊急保証（通称：震災

保証）を実施した。

この保証は、すべての事業資金で原則１００％保証、無担保、保証限度額は最大４億円（運転

資金 、１年分の保証料免除や出資の軽減措置等を図り、１号資金（直接罹災者を対象）及び２号）

資金（主要販売先等の罹災による間接的被害を対象）からなっている。

事例として、椎茸生産を行っていたＡ社は、東日本大震災の津波被害により工場半壊、在庫流

失し、年商は震災前の４割程度に落ち込んだが、新たな設備の導入資金及び運転資金について震

災保証（１号資金）を利用し、売上の回復に努めている。



- 5 -

このように震災保証は、震災後２年が経過した現在も、復旧・復興が遅れている被災者の事業

回復に必要な資金繰りに寄与しているところである。

６ なお 部分保証拡大への寄与が期待されたきのこ生産資金 運転資金で 原則 部分保証 ８０、 （ 、 、 （

％ ）については、原発事故による風評被害が全国的規模で広がっていること等により、その利用）

は低位に止まっている （２４年度保証引受６７百万円、前年度対比１９％減）。
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受額は減少傾向にあるが、２０年度及び２１年度に実施された漁業緊急保証対策事業等の影響に

より長期の資金保証が増えたため保険価額残高は増加傾向にある。また、保険金の支払いは、東

日本大震災の影響やまぐろ漁業者及び養殖業者の倒産・廃業等により多いときには７０億円台と

なったが、概ね２０億円前後の実績となっている。

２ 漁業を取り巻く情勢は、以下のとおりである。

（ ） 、 。１ 平成２３年３月１１日の東日本大震災の影響により 全国の水産業に甚大な被害が発生した

（地震・津波による水産関係の被害額は約１兆２千６百億円（平成２４年４月１８日時点、水

産庁「水産白書 ）)水産分野の復旧・復興に向けた対策が各種実施されているところであり、」

金融支援策としては、無担保・無保証人化措置等により、漁業者・漁協等の復旧・復興等の支

援が行われている。

（２）このような状況下、近年の漁業環境は、水産資源の悪化、魚価の低迷、燃油・資材の高騰に

より深刻かつ厳しい状況に置かれており、平成１９年度を基準に平成２３年度をみると、平

成２３年の統計は東日本大震災の影響により集計ができない岩手県、宮城県及び福島県を除い

、 ． 、 ． 、たものとなっているが 漁業生産量は１６ ７％ 漁業総生産額は１４ １％と大幅に減少し

経営費が沿岸漁船漁家で１．９％増加しており、依然として厳しい経営状況は続いている。

（単位：千㌧、億円）

19年 20年 21年 22年 23年

※ ※漁業生産量 5,720 5,592 5,432 5,312 4,765

※ ※漁業総生産額 16,533 16,279 14,702 14,826 14,210

資料：水産庁「水産白書」

※：東日本大震災のため岩手県、宮城県、福島県を除いて集計

（単位：千円）経営費（漁労支出）の推移

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

※ ※会社経営体（漁船漁業） 312,356 334,883 304,084 261,939 283,548

※ ※沿岸漁船漁家 3,974 4,257 3,989 3,802 4,048

※ ※海面養殖漁家 16,232 16,692 15,579 19,972 19,821

資料：水産庁「水産白書」

※：東日本大震災のため岩手県、宮城県、福島県を除いて集計

（３）また、漁業経営体数については、平成２３年の統計は東日本大震災の影響により集計ができ

ない岩手県、宮城県及び福島県を除いたものとなっているが、平成１９年に１１７千経営体で

あったが、平成２３年は９１千経営体と約２６千経営体が減少し、平成１９年比２２．１％の

減となっている。漁業就業者数は、平成１９年に２０４千人であったが、平成２３年は１７８

千人と約２６千人減少しており、平成１９年比１２．７％の減となっている。

（単位：経営体、千人）

19年 20年 21年 22年 23年

※漁業経営体 117,080 115,196 107,990 103,740 91,170

※漁業就業者数 204 222 212 203 178

資料：水産庁「水産白書」

※：東日本大震災のため岩手県、宮城県、福島県を除いて集計

（４）漁業関係融資残高は、平成１９年度に１兆３千億円であったが、平成２３年度は１兆１千億

円と約２千億円減少し、平成１９年度対比１３．０％の減となっている。



- 8 -

（単位：億円）

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

漁業関係融資残高 12,506 11,862 11,550 10,954 10,875

設備資金 6,588 6,517 6,694 6,356 6,190

運転資金 5,917 5,345 4,856 4,599 4,685

資料：水産庁水産経営課「水産制度金融の概要」

３ 一方、漁業関係の主要な政策資金である漁業近代化資金、漁業経営改善促進資金における漁業

信用保証制度の保証利用率については、平成２３年度は、それぞれ金額ベースで７４．９％（平

成１９年度対比８ ７％減 １１２ １％ 平成１９年度対比３４ ４％増 件数ベースで６３ ４． ）、 ． （ ． ）、 ．

（ ． ）、 ． （ ． ） 、％ 平成１９年度対比１４ ２％減 ８７ ８％ 平成１９年度対比５ ０％減 となっており

近年の保証利用率は、約７～９割となっている。

また、漁家の経営再建を図るための資金である漁業経営維持安定資金における保証利用率つい

、 、 ． （ ． ） 。ては 平成２２年度は 金額ベースで８７ ６％ 平成１９年度対比２ ２％増 となっている

漁業近代化資金等の制度資金の多くの利用者の信用力を補完することによって、資金の利用を

可能とし、これら漁家の経営の効率化や経営の再建に寄与している。
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２ なお、平成２２年１２月７日に閣議決定された 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方、

針」に従い、

① 農業・漁業の低利預託原資貸付業務については、２３年９月１日に廃止し、当該業務に係

る政府出資金（農業１２５億円・漁業６０億円）について２３年９月１３日に全額国庫納付

した。

② 林業の低利預託原資貸付業務については、林業者の資金需要に応じた事業規模に縮減する

こととし、２３年９月１３日に政府出資金１７１億円を９８億円に減額（新しい運転資金制

度において活用する見込のない７３億円は国庫納付）した。また、林業者等がより使いやす

い運転資金制度とするため、協調倍率、資金メニューの見直し等を行った。






